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知
ら
せ

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
の
皆

さ
ん
へ　
第
10
回
特
別
弔
慰

金
が
支
給
さ
れ
ま
す　

▼
特
別
弔
慰
金
の
趣
旨

　

戦
後
70
周
年
に
あ
た
り
、
今
日

の
我
が
国
の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と

な
っ
た
戦
没
者
な
ど
の
尊
い
犠
牲

に
思
い
を
い
た
し
、
国
と
し
て
改

め
て
弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
に
特
別
弔

慰
金
（
記
名
国
債
）
を
支
給
す
る

も
の
で
す
。

　

第
10
回
特
別
弔
慰
金
に
つ
い
て

は
、
ご
遺
族
に
一
層
の
弔
慰
の
意

を
表
す
る
た
め
、
償
還
額
を
年
５

万
円
に
増
額
す
る
と
と
も
に
、
５

年
ご
と
に
国
債
を
交
付
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者

　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の

ご
遺
族
で
、
平
成
27
年
４
月
１
日

（
基
準
日
）に
お
い
て
、「
恩
給
法

に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
遺
族
年
金
」
な
ど
を
受
け
る
方

（
戦
没
者
な
ど
の
妻
や
父
母
な

ど
）
が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順

番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一

人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑴
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

得
し
た
方

⑵
戦
没
者
な
ど
の
子

⑶
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
②
孫 

③

祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

　

（
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、

生
計
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と

な
ど
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入

れ
替
わ
り
ま
す
。）

⑷
右
記
⑴
か
ら
⑶
以
外
の
戦
没
者

な
ど
の
三
親
等
内
の
親
族

　

（
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で

引
き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま

す
。）

▼
支
給
内
容

　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記

名
国
債

▼
請
求
期
限

　

平
成
30
年
４
月
２
日（
月
）

■
請
求
窓
口
・
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
８
９
３-

３
８
１
０

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
４

お
知
ら
せ

平
成
29
年
度
固
定
資
産
税

（
家
屋
・
土
地
）
に
つ
い
て

▼
家
屋
の
取
り
壊
し
及
び
、
未
登

記
家
屋
の
売
買
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
（
家
屋
）
は
、
毎

年
1
月
1
日
時
点
の
所
有
者
に
課

せ
ら
れ
ま
す
。

　

家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
場
合
や
、

未
登
記
家
屋
を
売
買
し
た
場
合
は
、

ご
面
倒
で
す
が
固
定
資
産
税
係
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
連
絡
を
い

た
だ
か
な
い
と
、
翌
年
度
以
降
も

課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

取
り
壊
し
完
了
日
が
１
月
１
日

を
過
ぎ
る
と
、
翌
年
度
の
固
定
資

産
税
（
家
屋
）
は
課
税
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

な
お
、
建
て
替
え
目
的
以
外
で
住

宅
を
取
り
壊
さ
れ
た
場
合
は
、
そ

の
敷
地
（
宅
地
）
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
、
住
宅
用
地
特
例
措
置

（
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の

土
地
つ
い
て
課
税
標
準
額
を
価
格

の
６
分
の
１
の
額
と
し
、
２
０
０

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
は

課
税
標
準
額
を
価
格
の
３
分
の
１

の
額
と
す
る
措
置
）
が
な
く
な
り
、

非
住
宅
用
地
（
課
税
標
準
額
は
原

則
と
し
て
価
格
の
10
分
の
７
）
と

し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

▼
住
宅
用
地（
宅
地
）の
課
税
標
準

額
に
つ
い
て

　

住
宅
用
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、

課
税
標
準
額
の
据
置
特
例
が
廃
止

さ
れ
て
お
り
、
住
宅
用
地
特
例
措

置
（
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
土
地
に
つ
い
て
課
税
標
準
額
を

価
格
の
６
分
の
１
の
額
と
し
、
２

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部

分
は
課
税
標
準
額
を
価
格
の
３
分

の
１
の
額
と
す
る
措
置
）
の
額
に

到
達
し
て
い
な
い
土
地
の
課
税
標

準
額
は
、
到
達
す
る
ま
で
毎
年
５

パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
ま
す
。

▼
土
地
の
現
況
地
目
の
変
更
に
つ

い
て

　

固
定
資
産
税
（
土
地
）
は
、
毎

年
１
月
１
日
時
点
の
土
地
の
状
況
、

に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
現
況

地
目
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、

調
査
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
12

月
22
日（
木
）ま
で
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

☎
８
９
３-

１
１
１
７

　
お
知
ら
せ

平
成
29
年
度
償
却
資
産
の
申

告
に
つ
い
て

▼
申
告
し
て
い
た
だ
く
方

　

町
内
に
事
業
用
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
方
（
法
人
・
個
人

な
ど
の
別
は
問
い
ま
せ
ん
。）
は
、

毎
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
当

該
償
却
資
産
を
地
方
税
法
の
規
定

に
よ
り
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

※
業
種
別
の
課
税
対
象
資
産
の
例

示
は
別
表
参
照

▼
申
告
方
法

⑴
平
成
28
年
度
の
申
告
を
さ
れ
た

方
→
平
成
28
年
12
月
中
旬
に
申

告
の
案
内
な
ど
を
各
事
業
所
に

送
付
し
ま
す
。

⑵
平
成
29
年
度
初
め
て
申
告
を
さ

れ
る
方
→
申
告
書
な
ど
の
送
付

先
を
町
民
課
又
は
各
総
合
支
所

住
民
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼
申
告
期
限

　

平
成
29
年
度
償
却
資
産
の
申

告
期
限
は
１
月
31
日（
火
）で
す

が
、
事
務
処
理
の
都
合
上
１
月
20
　

日（
金
）ま
で
に
申
告
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
償
却
資
産
の
申
告
と
は

　

会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な

ど
を
経
営
し
て
い
る
方
や
、
駐
車

場
や
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
貸
し
付
け

し
て
い
る
方
が
、
そ
の
事
業
の
た


